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公益社団法人全国市有物件災害共済会

平成２８年度通常理事会議事録

１ 日 時  平成２８年５月１６日（月） １３時３０分～１４時２５分

２ 場 所  東京都千代田区平河町二丁目４番１号

        日本都市センター会館５階 オリオン

        次の理事は、Ｗｅｂ会議システム(インターネット回線を使

用した音声と映像を伝達するシステム）により、次の場所で

参加した。

町田隆敏（札幌市副市長室）

磯田達伸（長岡市副市長室）

玉田敏郎（神戸市副市長室）

加藤昭彦（高松市副市長室）

貞刈厚仁（福岡市副市長応接室）

３ 理事総数及び定足数  理事現在数 １８名 定足数 １０名

４ 出席理事 １２名

石井周悦、磯田達伸、稲葉信義、浮揚庸夫（常務理事）、小笠原憲一、

加藤昭彦、貞刈厚仁、高井徹、玉田敏郎、福田紀彦（理事長）、

町田隆敏、丸口邦雄（五十音順）

  （欠席）浅井文彦、岡田政勝、木村正樹、高田晋、田宮正道、能海広明

（五十音順）

５ 出席監事 監事現在数 １名 監事氏名 遠藤幸子

６ 議題

【決議事項】

議案第１ 号 平成２７年度事業報告について

議案第２ 号 平成２７年度決算について

議案第３ 号 支払準備資産に関する規程に定めるリスクの範囲について

議案第４ 号 総会において選任される理事候補者の決定について

議案第１０号 総会において選任される理事候補者の決定について（追加）

議案第５ 号 総会において選任される監事候補者の決定について

議案第６ 号 地区協議会会長の選任について
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７ 議事の経過の要領及びその結果

（１）定足数の確認等

福田紀彦理事長（以下「福田理事長」という。）が挨拶を行った。

続いて、議事の開始に先立ち事務局から定款第３３条第１項に基づき、

福田理事長が議長に就く旨の説明を行った。

議長は、理事会の開会を宣言し、続いて、事務局に理事会の定足数につ

いて確認をさせ、事務局から１２名の出席があり、定款第３４条第１項に

基づく定足数を充足している旨の報告を行った。

なお、Ｗｅｂ会議システムについて、各会場間で音声及び映像が双方向

で伝わる環境となっていることを、理事会開始の直前に事務局が確認を行

った。

（２）議案の審議状況及び議決結果等

議長は、議事に入る旨を宣言し、議題について理事会の招集通知を行っ

た平成２８年５月６日以降に、理事候補者の追加、及び監事から会計監査

人の選任の申出があったため、招集通知に添付した理事会資料に加えて議

案第１０号及び報告第５号を追加議題としたい旨の説明を行い、理事の了

解を求めた。

これに対し、理事から異議がなかったため、議案第１０号及び報告第５

号を議題として追加した。

続いて、議長は議事録について、定款第３６条第２項の規定に基づき、

出席した代表理事及び監事が記名押印する旨を告げ、議案の審議に入った。

議案第７ 号 情報システム管理規程の制定について

議案第８ 号 事務局設置規程等の一部を改正する規程の制定について

議案第９ 号 総会の日時、場所、目的である事項等の決定について

【報告事項】

報告第１ 号 理事の退任について

報告第２ 号 代表理事の職務執行の状況について

報告第３ 号 理事長の利益相反取引に係る重要事項の報告について

報告第４ 号 平成２７年度助成対象事業における各団体の実施状況につ

いて

報告第５ 号 総会において選任される会計監査人候補者の決定について
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議案の審議については、浮揚庸夫常務理事（以下「浮揚常務理事」とい

う。）の議案説明後、議長が採決をする形式で行った。

【決議事項】

  ア 議案第１号「平成２７年度事業報告について」

議案第２号「平成２７年度決算について」

議案第３号「支払準備資産に関する規程に定めるリスクの範囲につい

て」

    議案第１号、議案第２号及び議案第３号について、次のとおり一括し

て説明を行った。

議案第１号は、平成２７年度末の会員市数が６８４市であったこと、

及び各事業の概要の説明を行った。なお、事業報告の記載内容について

は、平成２７年１２月の内閣府立入検査時の内閣府助言に基づいて「事

業報告８ 総会及び理事会の開催について」の項目を新たに追加した旨、

及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４条第２

項第２号の改正により、平成２７年度事業報告から、内部統制システム

の運用状況を事業報告に記載することが義務付けられたため「事業報告

９ 内部統制システムの運用状況の概要について」の項目を新たに追加

した旨を説明した。また、事業報告の内容を補足する重要な事項が存在

しないため、附属明細書は作成していない旨の説明を行った。

    次に、議案第２号は貸借対照表、正味財産増減計算書、附属明細書、

財産目録及びキャッシュ・フロー計算書について、資産の状況、正味財

産の増減及び会計別の一般正味財産増減を含め説明を行った。

なお、事業報告、貸借対照表等の財務諸表のほか、公益法人認定法  

に基づく行政庁への定期提出書類の役員等名簿、会員名簿、運営組織及

び事業活動の状況の概要等について、これらは情報公開資料となるため

議案第１号及び議案第２号の資料とする旨の説明を行った。

また、議案第３号は支払準備資産に関する規程（以下「支払準備資産

規程」という。）第２条第１項に定める「リスクの範囲」を、平成２５年

５月の通常理事会において選任した有資格者からの意見書に基づき

１７７億円と定め、これに伴い平成２７年度末の支払準備資産の額は、
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このリスクの範囲に、支払準備資産規程で定めている運営指標６を乗じ

た１，０６２億円とする旨の説明を行った。

議案説明の後、遠藤幸子監事から、事業報告及び決算については、法

令及び定款に従い、法人の状況を正しく示している旨、及び理事の職務

の執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重大な事

実は認められない旨、並びに会計監査人の監査の方法及び結果について

も相当であり、計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）、附属明

細書、キャッシュ・フロー計算書及び財産目録はいずれも正確であると

認める旨の監査報告が行われた。

議案第１号について、次のとおり質疑応答が行われた。

稲 葉 理 事 「日本都市センター会館事業に係る実績について、平成

２７年度の経常収益で約２億８千万円の収益があるのに、

法人税等が約６７万円と少額である理由を教えてほしい。」

浮揚常務理事「本件については、平成２６年度決算では、収益事業等か

らの公益目的事業への繰入れを利益額の５０％としていた

が、平成２７年度は利益額の１００％を繰入れたことによ

るもので、会計監査人及び顧問税理士に相談して行った。

内閣府の定期提出書類の手引では、毎事業年度の実施状

況や計画に応じ、収益事業等の利益額の５０％を超えて繰

入れができるとされている。

平成２７年度は、共済基幹システムの開発関係で約２億

円の現金支出があり、通常であれば、資産に計上され減価

償却費のみが費用となるが、キャッシュフロー上は２億円

の多額の支出となったことから、１００％の繰入れを行っ

た。

その額は、税法上みなし寄付金となり、法人税等も大幅

に減額となった。」

審議の結果、議案第１号、議案第２号及び議案第３号はいずれも、全

員が賛成し、原案のとおり可決した。
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  イ 議案第４号「総会において選任される理事候補者の決定について」

議案第１０号「総会において選任される理事候補者の決定について（追

加）」

報告第１号（後記）の、「理事の退任について」の報告が行われた後、

議案第４号及び議案第１０号について、次のとおり一括して説明を行っ

た。

現在の理事は、定款第２４条第１項に基づき、次の定時総会の終結の

時をもって任期が満了するため、定時総会において次期の理事を選任す

る必要があり、議案第４号に記載した１４名の市長、副市長及び学識経

験者並びに議案第１０号に記載した４名の副市長の計１８名を理事候補

者として決定したい旨の説明を行った。

なお、定時総会では定数の上限である２１名を理事に選任したいと考

えているが、候補者の推薦をいただく市長会等の日程の関係上、３名に

ついては候補者が定まらない状況にあるが、今後、定まった後に理事会

等運営規程第８条で規定する決議の省略の方法により、理事全員の同意

の意思表示を得たうえで、次回定時総会において選任される理事候補者

に追加したい旨の説明を行った。

審議の結果、議案第４号及び議案第１０号はいずれも、全員が賛成し、

原案のとおり可決した。

  

  ウ 議案第５号「総会において選任される監事候補者の決定について」

議案第５号について、次のとおり説明を行った。

現在の監事は、定款第２４条第１項に基づき、次の定時総会の終結の

時をもって任期が満了するため、定時総会において次期監事を選任する

必要があり、議案に記載した学識経験者２名を監事候補者として決定し

たい旨の説明を行った。

なお、監事については公益社団法人移行後、定款第１９条第１項第２

号に規定する監事の定数の下限である１名で運営をしてきたが、監査体

制のより一層の充実を図るため、２名に増員したい旨を説明した。

審議の結果、議案第５号は全員が賛成し、原案のとおり可決した。
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  エ 議案第６号「地区協議会会長の選任について」

議案第６号について、次のとおり説明を行った。

近畿地区協議会会長であった村上前大阪市副市長が、本年１月１５日

付けで退任したため、地区協議会等の設置に関する規程第４条第１項の

規定に基づき、鍵田剛大阪市副市長を新たに近畿地区協議会会長として

選任したい旨の説明を行った。

審議の結果、議案第６号は全員が賛成し、原案のとおり可決した。

  オ 議案第７号「情報システム管理規程の制定について」

議案第７号について、次のとおり説明を行った。

改正の趣旨は、本会では情報システム管理規程（以下「管理規程」と

いう。）を設け情報セキュリティを図ってきたが、本年１０月から共済委

託団体と本会の間でデータの送受信を行い、委託申込等の手続を行う共

済基幹システムの稼働に当たり、国の「地方公共団体における情報セキ

ュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえた内容に管理規程を

全面改正し、地方公共団体と同水準までセキュリティレベルを引き上げ

ることを目指すものである。

主な改正点は、管理規程においては情報セキュリティに関する基本的

な事項について定めることとし、現行の管理規程中の具体的な内容を定

めた規定については、別途新たに理事長が制定する「施行細則」、及び総

括保護管理者が定める「セキュリティ対策基準」に移管し、セキュリテ

ィポリシーの体系を整備する。

また、第１章の「総則」では用語の定義及び適用範囲を、第２章の 「管

理体制」では重要事項を審議するための「情報システム運営委員会」の

設置等を、第４章の「情報セキュリティ」では情報セキュリティ対策の

実施や検証などを規定し、全体として本会の情報セキュリティ対策の組

織化を図り、セキュリティレベルを高めようとするものである。

施行期日は、平成２８年６月１日とする。

以上説明の後に審議を行い、議案第７号は全員が賛成し、原案のとお

り可決した。
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  カ 議案第８号「事務局設置規程等の一部を改正する規程の制定について」

議案第８号について、次のとおり説明を行った。

改正の趣旨は、本年１０月からの共済基幹システムの稼働に合わせて、

事務局設置規程、職務権限規程及び公印規程の一部を改正するものであ

る。

主な改正点は、事務局設置規程については、相互救済事業の委託契約

に関する申込みの承認、及び建物総合損害共済における災害共済金の支

出決定の一部を、業務部から地区事務局に移管するため、事務分掌を改

正する。

職務権限規程については、契約の承認を業務部長から地区事務局長の

専決にするとともに、１件１００万円以下の災害共済金の支出決定を地

区事務局長専決とするため、規定を改正する。

公印規程については、委託申込みに対する本会承認の電子化に伴い、

共済委託団体に交付する承認証に、電子計算機に記録した公印の印影を

印刷することができるよう規定の改正を行う。

施行期日は、平成２８年１０月１日とする。

以上説明の後に審議を行い、議案第８号は全員が賛成し、原案のとお

り可決した。

  キ 議案第９号「総会の日時、場所、目的である事項等の決定について」

議案第９号について、次のとおり説明を行った。

定款第１３条第１項及び総会運営基準第２条の規定に基づき、次回

の定時総会を次の要領にて開催する。

○日時 平成２８年６月２４日（金） 午後１時３０分から

○場所 日本都市センター会館５階 オリオン

○目的である事項

・報告第１号 平成２７年度事業報告及び決算について

・報告第２号 平成２８年５月開催の通常理事会の決議内容について

・報告第３号 理事の退任について

・議案第１号 理事の選任について

・議案第２号 監事の選任について
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・その他

また、理事会の招集通知後に監事から会計監査人の選任について申し

出があった件について、総会議案第３号として追加をする。なお、会計

監査人の候補者の決定については、一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律第７３条第１項により、監事が決定することと定められている

ことから、後ほど報告第５号として、遠藤監事から説明を求める。

あわせて、議決権の行使方法について、次のとおり説明を行った。

   （ア）書面による議決権の行使（総会運営基準第２条第３号）

     ａ 総会の招集通知と合わせて、議決権行使書面を会員へ送付する。

     ｂ 議決権行使書面による議決権の行使は、ＦＡＸで提出すること

とし、提出期限は平成２８年６月２３日（木）午後５時１５分（本

会の終業時間）までとする。

   （イ）代理人による議決権の行使（総会運営基準第２条第６号）

     ａ 総会の招集通知と合わせて、委任状書式を会員へ送付する。

     ｂ 委任状により代理人（受任者）一人に、一切の権限を委任でき

ることとする。

     ｃ 委任状は、ＦＡＸで提出することとし、提出期限は平成２８年

６月２４日（金）午前１１時３０分までとする。

審議の結果、議案第９号は全員が賛成し、原案のとおり可決した。

【報告事項】

  ア 報告第１号「理事の退任について」

    平成２８年１月２１日開催の通常理事会以降に、退任された理事１名

についての報告を行った。

イ 報告第２号「代表理事の職務執行の状況について」

  平成２８年１月１日から平成２８年４月３０日までの、代表理事３人

の職務執行の状況について、別紙様式「代表理事の職務執行報告」に基

づき、次の事項等について報告を行った。また、代表理事３人のいずれ

も、理事会の承認を要しない利益相反行為について、無いことを報告し

た。
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（ア）定款に基づく会議（総会及び理事会）の招集

（イ）人事関連

（ウ）人事・給与に関する次の規程の一部改正

職員の給与に関する規程、職員の休暇に関する規程、職員の初任

給、昇給及び昇格等の基準に関する規程

（エ）相互救済事業に関する次の細則の一部改正

建物総合損害共済業務規程施行細則及び自動車損害共済業務規程

施行細則

  （オ）理事長に属する権限のうち、地区事務局が主担として行う必要があ

る共済基金分担金の請求権限等の地区事務局長への委任

  （カ）建物総合損害共済の不適正な事務処理に係る懲戒処分及び文書訓告

（キ）建物総合損害共済及び自動車損害共済における高額（１件

１，０００万円以上）な災害共済金の支出決定

（ク）嘱託職員の報酬、退職等に関する規程の一部改正

    

ウ 報告第３号「理事長の利益相反取引に係る重要事項の報告について」

理事会運営等規程第１８条に基づき、平成２７年１月２３日理事会に

おいて承認を受けた理事長の利益相反取引に関する重要事項について、

理事会等運営規程第２０条第２項に基づき報告を行った。

エ 報告第４号「平成２７年度助成対象事業における各団体の実施状況に

ついて」

    定款第４条第１項第５号に掲げる「防災その他様々な都市機能の健全

な維持発展に関する事業」の一環として実施している助成事業について、

助成規程第７条第２項に基づき平成２７年度に助成を受けた各団体（５

団体）の助成対象事業、交付額及び実施報告書について報告した。

  

オ 報告第５号「総会において選任される会計監査人候補者の決定につい

て」

    遠藤幸子監事は、現在の会計監査人である清泉監査法人から平成２７

年度の会計監査をもって、本会の会計監査人を辞退する旨の届出が平成
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２８年５月９日付けであったため、公認会計士である辺土名厚氏を総会

で選任される会計監査人候補者として決定した旨の報告を行った。

以上をもって議案の審議等を終了し、議長が出席者の発言について確認

したところ、浮揚常務理事から次の発言があった。

平成２８年６月２４日総会で理事が選任された後、定款第２０条第２項

の規定に基づき理事会において代表理事を選定することになるが、この選

定議案の審議を行う理事会開催日程の確保が図れなかった場合には、理事

全員の書面議決による決議の省略の方法により、代表理事選定を行う予定

である。

浮揚常務理事の発言の後、改めて議長が出席者の発言について確認した

ところ、発言は無かったので、１４時２５分、議長は閉会を宣言し、解散

した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及

び監事は記名押印する。

平成２８年５月１６日

代表理事 福 田 紀 彦  印  

代表理事 浮 揚 庸 夫  印  

監  事 遠 藤 幸 子  印  


